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法人会の基本的指針
法人会は
よき経営者をめざすものの団体として
会員の積極的な自己啓発を支援し
納税意識の向上と
企業経営および社会の
健全な発展に貢献します。

復興特別法人税の改正　 法人県民税・事業税の申告はｅＬＴＡＸ
第42回通常総会・表彰式　 勝ち残る企業の条件を考える
館山税務懇話会特別例会　 館山税務署の人事異動 署長あいさつ・新幹部紹介
人間関係をこじらせないコツは自分の中にある　 平成27年度税制改正要望
税務問答・1人当たり5,000円以下の飲食代は会議費なの?
理事会・委員会・部会の動き　 ｅ-Ｔａｘ・納税にはダイレクト納付
今後の事業実施予定　 女性部会視察研修報告・一日人間ドック
｢インナーマッスル｣の強化がブームに
雑談・俳句、ことわざにもっとも多く登場する柿

このシール
を切り取り決算書の別表右下欄に貼付して
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関東では波を彫るな

名工波の伊八は
　　　鴨川の里に生まれ育った

（公社）館山法人会員証

公益社団法人

いすみ市　東頭山　行元寺　伊八の波

鴨川市郷土資料館 伊八の館　内部

鏡忍寺　祖師堂彫刻 西福寺　波に龍

葛飾北斎「神奈川沖浪裏」

金乗院　酒仙・二百年の宴薬王院　虎大山寺不動堂　飛龍・地龍
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復興特別法人税の改正の概要
館山税務署からのお知らせ

　平成26年３月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律（平成26年法律第10

号。以下「平成26年改正法」といいます。）により復興特別法人税制度が改正されました。

　今回は、復興特別法人税の改正の概要について説明しています。

◎ 平成26年度改正後の復興特別法人税の概要については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
に掲載している「復興特別法人税の概要（改訂版）（平成26年５月）」をご覧ください。

１ 復興特別法人税の１年前倒し廃止
　平成26年改正法により、復興特別法人税の課税の対象となる事業年度（以下「課税事
業年度」といいます。）は、「平成24年４月１日から平成26年３月31日（改正前：平成27
年３月31日）までの期間（指定期間）内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以
後２年（改正前：３年）を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされました（復
興財源確保法40十、45、復興特別法人税令３）。これにより、復興特別法人税の課税期間
が１年短縮されました。
　したがって、平成26年４月１日以後に開始する事業年度については、原則として、課
税事業年度にはなりません。

（注）１ 　平成26年４月１日以後に開始する事業年度であっても、事業年度変更などにより、その事業年度に、
指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後２年を経過する日までの期間内の日が含ま
れることとなる場合には、課税事業年度となります。

　 　２ 　事業年度変更などにより法人の各課税事業年度の月数の合計が24月を超えることとなる場合には、そ
の超えることとなる課税事業年度の課税標準法人税額について、一定の調整計算を行うこととなります
（復興財源確保法47②）。

２ 復興特別所得税額の法人税額からの控除
　課税事業年度終了後の各事業年度において、法人が利子及び配当等に課される復興特別
所得税の額を有する場合には、復興特別所得税の額を所得税の額とみなして、法人税申告
書で利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて各事業年度の法人税の額から控除
し、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金
額を還付することとされました（復興財源確保法33②、旧復興財源確保法45③、復興特
別法人税令４、復興特別所得税令13②）

東日本大震災からの復興のための施策を実施する（ ために必要な財源の確保に関する特別措置法関係 ）
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めざします　企業の繁栄と社会への貢献

第
四
十
二
回
定
時
総
会

記
念
講
演

公
益
法
人
移
行
後
の

　
　
　
　
事
業
報
告
収
支
決
算
報
告
を
承
認

記
念
講
演
は

　
　

垣
田
達
哉
氏
の
「
食
と
安
全
」

社
会
貢
献
事
業
と
し
て
一
般
住
民
に
公
開

総会　平田会長あいさつ

図
書
貸
し
ま
す

見
本
あ
り
ま
す
お
問
合
せ
は
、

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

助成金奨励金
などを解説
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感
謝
状
・
表
彰
状
の
贈
呈

表
　
彰
　
式
退
任
役
員
・
会
員
増
強
優
秀
者

五
名
に
感
謝
状
・
表
彰
状

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

全
法
連
会
長
表
彰

県
法
連
会
長
表
彰

ビ
デ
オ
貸
し
ま
す

ビ
デ
オ
貸
し
ま
す

ビ
デ
オ
貸
し
ま
す
﹇
お
問
い
合
わ
せ
は
電
話・F
A
X
で
﹈

新
事
業
承
継
税
制

〜
ド
ラ
マ
で
見
る
内
容
と
手
続
き
〜（
D
V
D
２４
分
）

〜
ド
ラ
マ
で
見
る
内
容
と
手
続
き
〜（
D
V
D
２４
分
）

わ
か
り
や
す
く
ド
ラ
マ
仕
立
て
で
解
説

わ
か
り
や
す
く
ド
ラ
マ
仕
立
て
で
解
説
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求
め
ら
れ
る
の
は

変
化
を
歓
迎
す
る
度
量

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

海　

部　

隆
太
郎
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着
任
の
あ
い
さ
つ

館山税務署長

　

こ
の
度
の
定
期
人
事
異
動
に
よ
り
館

山
税
務
署
の
第
80
代
署
長
と
し
て
参
り

ま
し
た
尾
部(

お
べ)
で
ご
ざ
い
ま
す
。

椎
谷
前
署
長
と
同
様
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本
会
報

を
通
じ
て
皆
様
方
に
ご
挨
拶
で
き
る
機

会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
光
栄
に

存
じ
ま
す
。

　

平
田
会
長
を
は
じ
め
役
員
並
び
に
会

員
の
皆
様
方
に
は
、
平
素
よ
り
税
務
行

政
に
対
し
ま
し
て
、
深
い
ご
理
解
と
多

大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
公
益
社
団
法
人
館
山
法
人
会

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
昭
和
24
年
に
発

足
さ
れ
65
年
と
い
う
伝
統
を
有
し
、
全

国
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
加
入
率
を
誇

る
法
人
会
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
役
員
並
び
に
事
務
局
の
皆
様
方
の

並
々
な
ら
ぬ
ご
努
力
と
会
員
の
皆
様
方

が
法
人
会
活
動
に
積
極
的
に
参
加
さ
れ

研
鑽
に
努
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と

思
っ
て
お
り
、
敬
意
を
表
す
る
次
第
で

す
。
本
年
度
に
お
き
ま
し
て
も
、
一
層

の
活
発
な
事
業
活
動
を
ご
期
待
申
し
上

げ
ま
す
。

館
山
税
務
署
七
月
の
人
事
異
動

尾
部
署
長
ら
主
要
幹
部
一
新

　
　
　
　
歓
迎
行
事
館
山
税
務
懇
話
会
特
別
例
会
開
く

椎
谷
署
長
は
税
務
大
学
研
究
部
教
授
へ
栄
転

後
任
尾
部
署
長
は
国
税
庁
税
理
士
管
理
室
か
ら
着
任

館山税務懇話会
＝納税協力10団体＝

公益社団法人館山法人会 平 田 哲 平

一般社団法人館山青色申告会 髙 木 一 康

千葉県税理士会館山支部 齋 藤 晃 夫

館 山 間 税 会 宮 沢 治 海

館山税務署管内
納税貯蓄組合連合会 鈴 木 亮 二

千葉県酒造組合安房支部 亀 田 雄 司

館 山 商 工 会 議 所 杉 井 繁 樹

安房郡市商工会長協議会 川 名 浩 司

館 山 小 売 酒 販 組 合 今 井 義 明

千葉県卸酒販組合安房支部 川 名 光 俊

　

私
は
、
直
前
ま
で
国
税
庁
長
官
官
房

総
務
課
税
理
士
監
理
室
の
課
長
補
佐
と

し
て
主
に
税
理
士
会
と
の
連
絡
協
調
や

税
理
士
に
対
す
る
指
導
監
督
、
そ
れ
に

加
え
ま
し
て
本
年
3
月
に
参
議
院
で
可

決
成
立
し
ま
し
た
税
理
士
法
改
正
な
ど

を
担
当
し
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ

の
前
が
、
国
税
庁
課
税
部
法
人
課
税
課

の
課
長
補
佐
と
し
て
、
法
人
税
の
調
査

運
営
及
び
法
人
会
の
担
当
を
し
て
お
り
、

法
人
会
と
は
非
常
に
ご
縁
が
あ
る
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
法
人
会
担
当
当
時

は
、
公
益
法
人
改
革
の
真
っ
た
だ
中
で

あ
っ
た
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
館
山

法
人
会
も
昨
年
4
月
に
公
益
社
団
法
人

へ
移
行
さ
れ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
こ

れ
は
、
ま
さ
に
皆
様
の
長
年
に
わ
た
る
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各
種
取
組
み
が
評
価
さ
れ
認
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
税
務
行
政
を
取
り
巻
く
環
境

は
、
取
引
の
複
雑
・
困
難
化
や
国
際
化

並
び
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
等
に
よ
り
大
き
く
変

化
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
、
限

ら
れ
た
人
員
の
下
、
改
正
国
税
通
則
法

や
改
正
消
費
税
法
へ
の
対
応
、
相
続
税

課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
へ
の
対
応
な
ど
、

年
々
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
私
ど
も
と
い

た
し
ま
し
て
は
、
時
代
の
変
化
に
即
し

て
納
税
者
利
便
の
向
上
に
向
け
た
様
々

な
取
組
を
進
め
る
一
方
で
、
適
正
・
公

平
な
賦
課
徴
収
の
観
点
か
ら
悪
質
な
納

税
者
に
は
厳
正
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が

全
て
の
基
本
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
、
窓
口
一
元
化
・

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
拡
大
を
図
り
、
納

税
者
の
皆
さ
ま
の
利
便
性
の
向
上
と
事

務
の
効
率
化
を
図
り
、
国
民
の
皆
様
方

か
ら
信
頼
さ
れ
る
税
務
行
政
を
引
き
続

き
行
っ
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

館
山
法
人
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

平
素
か
ら
正
し
い
税
知
識
の
普
及
や
納

税
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
税
の
啓

発
活
動
を
積
極
的
か
つ
組
織
的
に
展
開

さ
れ
、
企
業
経
営
と
社
会
の
健
全
な
発

展
に
貢
献
す
る
活
動
を
重
ね
ら
れ
て
お

り
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
ご
ざ

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の

利
用
率
に
つ
き
ま
し
て
は
東
京
国
税
局

管
内
で
も
極
め
て
高
い
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
も
皆
様
方
の
暖
か
な
ご
支

援
と
ご
協
力
の
お
か
げ
と
心
よ
り
感
謝

離
任
の
あ
い
さ
つ

前館山税務署
法人課税第１部門
統括官

　

残
暑
の
候
、
公
益
社
団
法
人
館
山

法
人
会
会
員
の
皆
様
方
に
は
、
益
々

ご
清
栄
の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

さ
て
、
私
こ
と
、
こ
の
七
月
の
定

期
人
事
異
動
に
よ
り
、
荻
窪
税
務
署

勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
過
日
着
任
い
た

し
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
四
年
七
月
に
館
山
税
務

署
に
着
任
し
、
二
年
と
い
う
短
い
期

間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
平
田
会
長

を
は
じ
め
役
員
の
皆
様
、
会
員
の
皆

様
、
並
び
に
事
務
局
の
皆
様
に
は
、

税
務
行
政
に
対
す
る
深
い
ご
理
解
と

積
極
的
な
ご
支
援
を
賜
る
と
と
も
に
、

単
身
赴
任
で
あ
る
私
に
、
安
房
地
域

の
良
さ
を
伝
授
し
て
頂
く
な
ど
、
公

私
に
渡
る
お
心
遣
い
に
対
し
、
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
八
月
の

女
性
部
会
役
員
会
で
は
、
安
房
の
地

の
女
性
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
・
女
性

の
奥
深
さ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
九
月
の
理
事
会
で
は
、
役
員
の

方
々
と
の
意
見
交
換
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
館
山
法
人
会
の
結
束
力
の
強

さ
を
、
あ
ら
た
め
て
教
え
て
い
た
だ

申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今

後
も
更
な
る
普
及
定
着
に
向
け
て
努
め

て
ま
い
り
ま
す
の
で
変
わ
ら
ぬ
お
力
添

え
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
当
署
管
内
で
あ
り
ま
す
安
房
地
域
は
、

房
総
半
島
の
最
南
端
に
位
置
し
、
温
暖

な
気
候
の
も
と
、
海
の
幸
、
山
の
幸
に

恵
ま
れ
た
歴
史
と
伝
統
の
地
で
あ
り
、

自
然
に
恵
ま
れ
た
景
勝
地
も
多
く
人
情

味
あ
ふ
れ
る
す
ば
ら
し
い
土
地
柄
で
あ

る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

す
ば
ら
し
い
環
境
の
下
で
会
員
の
方
の

ご
期
待
に
添
え
る
よ
う
精
一
杯
努
力
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
一
層

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

終
わ
り
に
、
公
益
社
団
法
人
館
山
法

人
会
の
益
々
の
ご
発
展
と
会
員
の
皆
様

方
の
ご
健
勝
並
び
に
ご
事
業
の
ご
繁
栄

を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
着
任

の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

離
任
の
あ
い
さ
つ

前館山税務署長

　

残
暑
の
候
、
公
益
社
団
法
人
館
山
法

人
会
の
会
員
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
ま
す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と
お

喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
、
こ
の
7
月
の
人
事
異
動

に
よ
り
ま
し
て
、
税
務
大
学
校
教
授
を

命
ぜ
ら
れ
、
思
い
出
深
い
こ
の
安
房
の

地
を
離
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

歴
史
と
文
化
が
豊
か
で
、
海
の
幸
・

山
の
幸
に
恵
ま
れ
た
こ
の
安
房
地
域
で

2
年
間
過
ご
せ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の

中
で
多
く
の
人
情
味
あ
ふ
れ
た
皆
様
に

出
会
え
た
こ
と
は
、
私
に
と
り
ま
し
て

何
物
に
も
替
え
難
い
財
産
と
な
り
ま
し

た
。

　

こ
の
間
、
本
会
の
み
な
ら
ず
青
年
部

会
、
女
性
部
会
、
源
泉
研
究
部
会
、
医

療
法
人
部
会
の
各
部
会
で
の
研
修
会
や

20
支
部
を
7
つ
に
分
け
て
開
催
さ
れ
た

支
部
ゼ
ミ
懇
談
会
に
お
い
て
、
楽
し
く

お
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
会

員
の
皆
様
と
お
話
が
で
き
ま
し
た
こ
と

は
、
私
に
と
り
ま
し
て
大
変
貴
重
で
有

意
義
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
南
総
里
見
祭
り
」
で
は
、

手
作
り
甲
冑
を
着
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

武
者
行
列
に
参
加
し
て
行
進
し
た
こ
と

や
、
10
㎞
を
走
っ
た
若
潮
マ
ラ
ソ
ン
、

青
年
部
会
と
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ボ
ウ
リ
ン

グ
大
会
な
ど
、
記
憶
に
残
る
沢
山
の
思

い
出
が
で
き
ま
し
た
。
皆
様
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
田
会
長
を
は
じ
め
館

山
法
人
会
の
役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様

方
に
は
、
税
務
行
政
に
対
し
ま
し
て

深
い
ご
理
解
と
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜

り
、
お
陰
さ
ま
で
館
山
税
務
署
の
各
事

務
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。皆
様
方
の
ご
尽
力
に
対
し
ま
し
て
、

厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

館
山
法
人
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

事
業
活
動
を
通
じ
て
、会
員
各
企
業
が
、

企
業
経
営
に
関
す
る
様
々
な
啓
発
活
動

や
社
会
貢
献
活
動
を
一
丸
と
な
っ
て
推

進
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

特
に
、
館
山
法
人
会
が
、
全
国
有
数

の
会
員
加
入
率
を
誇
り
、
優
れ
た
組
織

力
を
礎
と
し
た
活
動
を
行
っ
て
お
り

ま
す
こ
と
は
、
私
ど
も
税
務
行
政
に
携

わ
る
者
に
と
り
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
た

く
、
ま
た
、
大
変
心
強
く
思
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

私
ど
も
税
務
行
政
に
携
わ
る
者
と
い

た
し
ま
し
て
は
、
国
民
の
皆
様
か
ら
の

負
託
に
応
え
、
職
務
を
果
た
す
た
め
、

申
告
納
税
制
度
を
支
え
る
「
適
正
か
つ

公
平
な
税
務
行
政
の
推
進
」
と
「
納
税

環
境
の
整
備
」
に
努
め
て
ま
い
る
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

特
に
、
納
税
者
の
皆
様
の
利
便
性
向

上
と
事
務
の
効
率
化
の
た
め
、
ｅ

－

Ｔ

ａ
ｘ
の
利
用
拡
大
に
つ
き
ま
し
て
、
役

員
の
皆
様
を
中
心
に
お
願
い
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
が
、
お
陰
さ
ま
で
ｅ

－

Ｔ

ａ
ｘ
の
利
用
率
は
、東
京
局
管
内
で
も
、

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
利
用
率
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
改
め
ま
し
て
厚
く
御
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

結
び
に
な
り
ま
す
が
、
公
益
社
団
法

人
館
山
法
人
会
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展

と
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び
に

事
業
の
ご
繁
栄
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
し

て
、
離
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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き
ま
し
た
。
十
月
の
青
年
部
例
会
で

は
、
時
代
を
背
負
う
若
き
経
営
者
の

皆
様
方
の
積
極
的
な
意
見
を
拝
聴
し
、

安
房
地
域
の
明
る
い
未
来
を
確
信
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

七
回
に
及
ぶ
支
部
ゼ
ミ
懇
談
会
で

は
、
話
下
手
な
私
の
話
に
耳
を
傾
け

て
い
た
だ
き
、
大
変
感
謝
い
た
し
て

お
り
ま
す
。
意
見
交
換
会
で
は
、
地

域
に
密
着
し
た
意
見
や
現
状
を
伺
う

こ
と
が
で
き
、
貴
重
な
経
験
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
、

安
房
地
域
の
人
情
の
厚
さ
や
結
束
力

の
強
さ
、
法
人
会
に
対
す
る
熱
い
思

い
に
深
く
感
銘
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
も
、
青
年
部
会
主
催
の

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
や
、

社
会
貢
献
事
業
と
し
て
会
を
挙
げ
て

取
り
組
ん
で
い
る
館
山
若
潮
マ
ラ
ソ

館山署
新体制
プロフィール
①前任部署
②出身地　③趣味

署　長

①
国
税
庁 

長
官
官
房 

総
務
課

②
兵
庫
県

③
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
サ
ッ
カ
ー

①
船
橋 

徴
収
１ 

総
括
上
席

②
茨
城
県

③
ド
ラ
イ
ブ

徴収部門
統括官

①
成
田 

法
人
３ 

統
括
官

②
千
葉
県

③
ド
ラ
イ
ブ
・
写
真

法人課税第１部門
統括官

①
留
任

②
千
葉
県

③
水
泳

管理運営第２部門
統括官

①
留
任

②
北
海
道

③
音
楽
全
般
（
鑑
賞
・
演
奏
）

資産課税部門
統括官

①
横
浜
中 

審
理
専
門
官

②
福
島
県

③
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
・
ゴ
ル
フ

総務課長

①
神
田 

個
人
２ 

統
括
官

②
山
口
県

③
ギ
タ
ー
・
ロ
ー
ド
バ
イ
ク

個人課税第１部門
統括官

①
留
任

②
神
奈
川
県

③
テ
ニ
ス
・
サ
イ
ク
リ
ン
グ

法人課税第２部門
統括官

①
江
戸
川
北 

管
運
３ 

統
括
官

②
宮
城
県

③
読
書
・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ 管理運営第１部門

統括官

①
留
任

②
東
京
都

③
家
庭
菜
園
（
宿
舎
菜
園
）

個人課税第２部門
統括官

①
板
橋 

法
人
６ 

調
査
官

②
山
口
県

③
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
旅
行 法人課税第１部門

調査官（審理担当）

ン
大
会
時
の
お
汁
粉
・
焼
き
芋
・
菜

花
漬
け
の
炊
き
出
し
等
に
つ
い
て
は
、

女
性
部
の
方
々
が
中
心
と
な
り
何
ヶ

月
も
前
か
ら
準
備
を
し
て
、
前
日
の

仕
込
・
当
日
の
早
朝
か
ら
の
作
業
等
、

大
変
お
疲
れ
様
で
し
た
。

　

ま
た
、
地
域
行
事
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
「
館
山
湾
花
火
大
会
」「
や
わ

た
ん
ま
ち
」
や
「
南
総
里
見
ま
つ
り
」

等
々
、
楽
し
か
っ
た
思
い
出
ば
か
り

で
す
。「
南
総
里
見
ま
つ
り
」
の
際
に

は
、
館
山
銀
座
商
店
街
の
計
ら
い
で
、

手
作
り
甲
冑
隊
と
し
て
商
店
街
の
皆

様
と
海
岸
通
り
を
行
進
す
る
な
ど
、

私
に
と
っ
て
二
度
と
経
験
で
き
な
い

記
念
な
り
記
憶
に
の
こ
る
出
来
事
で

あ
り
ま
し
た
。

　

風
光
明
婦
で
、
豊
か
な
自
然
と
山

の
幸
、
海
の
幸
に
恵
ま
れ
た
こ
の
安

離
任
の
あ
い
さ
つ

前館山税務署
法人課税第１部門
調査官（審理担当）

　

公
益
社
団
法
人
館
山
法
人
会
の
会
員

の
皆
様
方
に
は
、
益
々
ご
清
栄
の
こ
と

と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
私
こ
と
、
こ
の
度
の
人
事
異

動
に
よ
り
渋
谷
税
務
署
へ
転
任
し
、
過

日
、
着
任
し
ま
し
た
。
館
山
税
務
署
在

任
中
は
、
皆
様
に
大
変
お
世
話
に
な
り
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

昨
年
7
月
に
私
は
初
め
て
法
人
会
担

当
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
最
初
は
右
も
左
も
わ
か
ら

な
い
状
態
で
、
不
安
ば
か
り
つ
の
る
毎

日
で
し
た
。
各
種
研
修
会
で
は
、
不
慣

れ
な
が
ら
も
研
修
講
師
を
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
分
か
り
づ
ら
く
、

ま
た
、
お
聞
き
苦
し
い
点
も
あ
っ
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
法
人
会
の
皆
様
に

は
、
い
つ
も
温
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ

き
、
ま
た
、
時
に
は
励
ま
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
少
し
ず

つ
不
安
も
解
消
し
、
1
年
間
法
人
会
担

当
を
務
め
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
1
年
間
の
経
験
を
糧
に
、
今
後

も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
何
も
で
き
な
い
私
の
成
長

を
辛
抱
強
く
見
守
っ
て
い
た
だ
い
た
事

務
局
の
皆
様
に
は
、
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

房
地
域
で
、
人
情
味
溢
れ
る
法
人
会

の
役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様
と
お
会

い
で
き
た
こ
と
。
私
の
人
生
の
中
で
、

初
め
て
の
単
身
赴
任
生
活
を
支
え
て

く
れ
た
こ
の
安
房
地
域
。
館
山
税
務

署
に
勤
務
い
た
し
ま
し
た
こ
と
に
喜

び
を
感
じ
ま
す
と
と
も
に
、
歴
史
あ

る
こ
の
地
に
勤
務
し
、
短
い
間
で
す

が
生
活
で
き
ま
し
た
こ
と
を
誇
り
に

思
い
ま
す
。

　

結
び
に
あ
た
り
ま
し
て
、
公
益
社

団
法
人
館
山
法
人
会
の
ま
す
ま
す
の

ご
発
展
と
、
会
員
の
皆
様
方
の
事
業

の
ご
繁
栄
な
ら
び
に
ご
健
勝
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
お
別

れ
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
本
当
に
お
世
話
に
な
り
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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館山税務署新旧幹部等名簿 （平成26年7月10 日付）
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◆過去と他人は変えられない

◆変えることができるのは自分だけ

◆「問題」はあなたが作っているのかもしれない

人間関係をこじらせないコツは
自分の中にある 産業カウンセラー　柏木勇一
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平成27年度

税
制
改
正
要
望

会
員
企
業
の
役
に
立
つ
「
税
に
関
す
る
提
言
」
を

各
単
位
会
か
ら
県
連
を
通
じ
て
全
法
連
へ

提
言
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

要
望
先
（
前
年
実
績
）

　

自
民
党

　

民
主
党　
　
　
　

　

公
明
党　
　
　
　

　

財
務
省　
　
　
　

　

経
済
産
業
省　
　

　

国
会
議
員

　

県
知
事

　

県
議
会
議
長

　

市
町
村
長

　

市
町
村
議
会
議
長

　　平成27年度　税制改正要望事項（館山法人会）

　

公
平
で
健
全
な
税
制
の
実
現
を
目
指
し
て
会
員
企
業
の

意
見
を
反
映
し
な
が
ら
、
税
の
あ
る
べ
き
姿
や
将
来
像
を

見
据
え
て
建
設
的
な
提
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

法
人
会
の
提
言
活
動
は
、
法
人
税
の
引
き
下
げ
な
ど
を

は
じ
め
、
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制
度
の
抜
本
的
見
直

し
、
事
業
承
継
に
関
す
る
税
制
の
創
設
な
ど
、
中
小
企
業

の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
の
構
築
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　

全
法
連
で
は
「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
を
ま
と
め
、

毎
年
行
わ
れ
る
法
人
会
全
国
大
会
で
内
容
を
周
知
し
た
後
、

関
係
機
関
へ
要
望
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

法
人
会
で
は

昨年　財務省への要望活動
愛知副大臣



13

 リサ　法人税の改正があって交際費課税の取扱いがいろいろ変わりましたよね。具体的には、
どのような点が変わったのですか。

 サキ先生　そうですね、平成 18 年度の改正で１人当たり 5,000 円以下の接待飲食費が交
際費等の範囲から除かれたほか、平成 25年度の改正では中小法人の定額控除限度額が年
800万円以下に拡充されました。

　　　　また、平成 26年度の改正で接待飲食費の額の 50％相当額は損金算入が可能となり、中
小法人であれば接待飲食費の額の 50％相当額の損金算入と定額控除限度額までの損金算
入のいずれかを選択適用することができるようになりました。

 リサ　接待飲食費が１人当たり5,000円以下であれば交際費にしなくていいのですね。では、
経理処理は会議費等で処理することになりますか。

 サキ先生　接待飲食費は本来交際費なのですが、接待飲食費の額の 50％相当額と定額控除限
度額を計算するときに、交際費のうち社内飲食費を除いた 5,000 円以下の接待飲食費を交
際費等の集計から除くだけで、厳密にいえば会議費というわけではありません。ただし、
経理処理をする上で集計の際に交際費との区分をするため勘定科目を変えることは問題な
いでしょう。

　　　　ここで最も注意していただきたい点は、50％相当額の損金算入を適用する場合には、領
収書などに「飲食のあった年月日」、「飲食に参加した得意先等の氏名、名称とその関係」、「飲
食費の額、飲食店名及び所在地」を記載する必要があるということです。

 リサ　いろいろと記載することがあるのですね。
 サキ先生　もう１点。5,000 円以下の接待飲食費が交際費から除かれるためには、先程お話
しした記載事項に加えて、飲食に参加した人数を領収書等に記載することを忘れないでく
ださい。

 リサ　そうしますと、本来交際費と思われる領収書すべてに必要な事項を記入しておけば安
心ですね。ところで、社内飲食費というのはどのようなものをいうのですか。

 サキ先生　社内飲食費というのは、専ら社内の役員、従業員及びそれらの親族に対する接待
等のために支出する飲食費をいいます。

　　　　先程お話しした交際費の領収書等に参加した者の氏名等必要事項を記載することで、社
内か接待かを判断することになります。　　

 リサ　交際費に関して経理処理する場合に他に注意することはありますか。
 サキ先生　そうですね。ゴルフや旅行などに伴う飲食費は、主たる目的が催事なので飲食費
には該当しませんので気を付けてください。

　　　　また、交際費については、改正が頻繁に行われるので、適用時期などよく確認してくだ
さい。

1人当たり5,000円以下の飲食代は会議費なの?
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

税理士　小池正史

小池正史（こいけ・まさし）　
1964 年生まれ。東京国税局事務管理課、同法人課税課、統括国税実査官、酒類指導官勤務などを経て、横浜市
中区で税理士登録。中小企業を中心に決算分析から経営の効率化、税務調査対策等のコンサルティングを行う。
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事
業
の
執
行
状
況
報
告

新
年
度
事
業
計
画
ほ
か
審
議

理 

事 

会

税
制
委
員
会

第 4回理事会　3月 24日

第 1回広報委員会　7月 29日

会
報
編
集
会
議

経
営
者
大
型
総
合
保
障
制
度

推
進
協
議

地
域
社
会
へ
の
貢
献
活
動

広
報
委
員
会

厚
生
委
員
会

青
年
部
会

第 1回税制委員会　5月 12日

二
十
七
年
度
税
制
改
正
要
望
協
議
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定期総会　5月 8日

第 27回定期総会　5月 14日

社
会
貢
献
活
動

事
前
準
備
含
め
フ
ル
回
転

女
性
部
会

源
泉
徴
収
事
務
に
つ
い
て

研
修
会
を
実
施

源
泉
研
究
部
会

第 39回定期総会　5月 14日
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税
制
に
つ
い
て
の
研
修
会
を
実
施

医
療
部
会

定期総会　6月 3日
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今 後 の 事 業 実 施 予定
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女
性
部
会
視
察
研
修
報
告

東
京
臨
海
広
域
防
災
公
園

　
　
リ
ア
ル
に
地
震
災
害
体
験

ヴ
ァ
ン
テ
ィ
ア
ン
・
デ
ィ
ナ
ー
ク
ル
ー
ズ
で
舌
つ
づ
み

　
　
築
地
場
外
市
場
・
歌
舞
伎
座
ギ
ャ
ラ
リ
ー

築地場外市場 東京臨海広域防災公園
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体
の
奥
に
あ
っ
て
、

目
に
見
え
な
い
赤
い
筋
肉

姿
勢
を
正
し
く
、
ゆ
っ
く
り
と
、

３
日
坊
主
に
な
ら
な
い

「
イ
ン
ナ
ー
マ
ッ
ス
ル
の
強
化
」
が

ブ
ー
ム
に

医
療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

大　

谷　

克　

弥
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会 報
発 行 年 月 日
発 行 責 任 者
編 集 責 任 者
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電 話
Ｆ Ａ Ｘ

第 108 号
平成 26 年 8月 25 日
平田　哲平
友野　　修

館山法人会
0470̶22̶1389
0470̶23̶3195

編
集
後
記

　

初
代「
波
の
伊
八
」は
、現
在
の
鴨
川
市
打
墨
に
生
ま
れ
、10
歳
の
時
か
ら
彫
刻
を
始
め
、か
の
葛
飾
北
斎
の「
富

嶽
三
十
六
景
」
の
代
表
作
「
神
奈
川
沖
波
裏
」
な
ど
の
画
風
に
強
く
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

稀
代
の
彫
工
、
波
の
伊
八
に
よ
る
神
社
仏
閣
の
向
拝
（
ご
は
い
）
や
欄
間
彫
刻
。
そ
の
立
体
的
か
つ
躍
動
感

に
あ
ふ
れ
た
作
風
、
作
品
は
、
鴨
川
市
の
ほ
か
、
南
房
総
市
、
館
山
市
、
い
す
み
市
、
君
津
市
、
東
京
な
ど
に

残
さ
れ
、
そ
の
技
は
、
五
代
に
わ
た
り
昭
和
29
年
ま
で
２
０
０
年
間
継
承
さ
れ
た
。

　

波
の
伊
八
と
グ
ル
メ
め
ぐ
り
旅
は
お
ス
ス
メ
。

・
作
品
提
供

　
「
伊
八
の
館
」　

携
帯　

０
９
０
―
８
８
４
０
―
１
８
７
３

　
　
　

 
日
蓮
聖
人
生
誕
の
地
で
あ
る
小
湊
の
名
刹
・
誕
生
寺
の
門
前
に
あ
り
、
波
の
伊
八
の
16
作
品
を
綿
密
な

大
写
真
で
展
示
し
て
い
る
。

　
「
鴨
川
市
郷
土
資
料
館
」　

電
話　

０
４
―
７
０
９
３
―
３
８
０
０

　
　
　

 

鴨
川
市
の
民
俗
資
料
を
中
心
に
約
９
０
０
０
点
の
郷
土
資
料
や
文
化
遺
産
を
収
蔵
・
展
示
。欄
間
彫
刻
師
・

波
の
伊
八
の
特
別
展
示
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
東
頭
山
行
元
寺
」　

い
す
み
市
荻
原
２
１
３
６　

電
話　

０
４
７
０
―
８
６
―
３
８
１
６
（
事
前
問
合
せ
）

　
　
　

 

代
表
的
な
波
の
欄
間
彫
刻
が
あ
る
こ
と
で
有
名
。

管
内
に
は
、
ほ
か
に
鴨
川
市
を
中
心
に
20
カ
所
以
上
の
見
ど
こ
ろ
が
あ
る
。

【
表
紙
】
稀
代
の
名
工　

波
の
伊
八　

武
志
伊
八
郎
信
由
（
１
７
５
２
〜
１
８
２
４
）

　
　
　
　

関
東
に
来
た
ら
波
を
彫
る
な
！

・雑談 雑学 俳句、ことわざに最も多く登場する柿
　かつて、ある地方の農道を仲間と歩いていたら、実を1つだけ残した柿の木があった。「どうせなら全
部取ればいいのに」といったら、同行の先輩が「あれは『木守(きまもり)』といって、来年も実の豊作を祈っ
たものだ」と教えてくれた。同僚も「鳥のえさに残す意味もある」といい、自分の不明を恥じたことがある。
　柿は学名でも『kaki』といい、日本を代表する果物。その証拠に手元の「季寄せ」（俳句の季語を集め
たもの）によると、柿そのものも含め、柿に関する語句が35あった。りんご17、桃16、みかん15などに
比べて断然多いのだ。また、「柿が赤くなれば医者は青くなる」のようなことわざにも柿が最も多く登場
する。
　柿の甘さは果物の中でもトップクラスだが、渋いときたらシャレにもならない。川柳に－
　　　　　　○渋っ柿大地へどうと投げつける
　　　　　　　　　　　　やっとのことで木からもぎり取った柿。その気持ちはわかるよね。
　　　　　　○渋柿をかじられるだけかじるなり
　　　　　　　　　　　　もう、やけくその心境だよ。
　渋柿は、アルコールなどで渋抜きするほか、皮をむいて干し柿にする。日がたつと吊るした柿の表面に
白い粉がふいてくる。大地も霜や雪で白く輝く。冬の到来だ。(藤木順平)


